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要旨　 開示消極説 の論拠 には、以 下の問題点があ る。第一 に、指導要録 ・調査書 が児童生徒 の教育 を受 ける

機会につなが る文書で あるという視点 が乏 しい。第二 に、教員が専 門性 に基 づいて評価の形成 ・記載 を行 っ

ているのに、開示を前提 にす るとそれがで きな くなるという脆弱 さを含 んでいる。第三 に、教 育専 門性 に基づ

けば評価行為 と指導行為 は一体 的な営 みであ るのに、児童生徒の改善点 ・課題 を本人 ・保護者 にフィー ドバ ッ

クす ることな くあ りの ままに記 載す ることには躊 躇がない とい う矛盾 を孕 んでいる。 したがって、教育委員会

の側 が不開示 を主張す る際 には、指導 要録 ・調査 書の機能や教育評価 の性 質 を踏 まえ、その評価 を開示 しな

いことが適切な指導や公正 な入試 を受 ける機会の保 障につ なが るという形で論拠 を挙げる必要が ある。

開示積 極説の論拠 に も、以下 の問題 点があ る。第一 に、児童生徒が 開示 を望んでい ることを理由 に、開示

に より児童 生徒 の心身 に影響 を与 えるおそれが考慮 され てい ない。第二 に、評価 の ような主観 的な作 用の伴

う記載内容 について も証拠 ・資料 によってその正確 さが証明できると考えてお り、 また客 観的な事実 の記載や

数値 に よる記載 もその正確 さを説 明す るのが容 易であ ると考 えて いる。 したが つて、個人情報保 護条例 に基

づ いて指 導要録 ・調査書の記載 内容 をその まま児童生徒 ・保護者 に開示す る とい う方 法では、教 育 を受 ける

機会 の保障 につなが らない可能性があ ることに留意すべ きである。
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は じめ に

・1990年 代 前 半 か ら、 全 国 の 自治 体 で 個 人 情 報 保 護 条 例 に基 づ い て 児 童 生 徒 の 指 導 要 録 や調 査

書 の 開示 請 求 が な され 、 多 くの個 人 情 報 保 護 審 査 会 が全 部 開 示 す べ き旨 を答 申 した1。 また 、 学

説 で は 開示 消 極 説2と 開示 積 極 説3が 激 し く対 立 した。 さ らに 、 裁 判 例 で は、 大 阪 高 等 裁 判 所 が

1教 育情報開示弁護団二教育情報の開示 を求める市民の会 『内申書 ・指導要録の開示に関する審査会答申集(増 補版)』

(1996年)、兼子仁二藤原淳一郎=藤 原静雄雪野村武司編 『情報公開等審査会答申事例集』(ぎょうせい、1998年)を参照。
2下 村哲夫 「教育情報自己開示請求」堀部政男編 『情報公開 ・個人情報保護』ジュリス ト増刊(1994年)257頁 、平松

毅 「「内申書」及び 「指導要録」開示の判断基準 ・再論」法と政治45巻4号(1994年)47頁 、内野正幸 「教育情報の

開示」井出嘉憲=兼 子仁=右 崎正博=多 賀谷一照編 『講座 ・情報公開』(ぎょうせい、1998年)455頁 など。



平成11年11月25日 判決で指導要録と調査書の 「所見」欄を含めて不開示処分を取 り消したが、

最高裁判所は平成15年11月11日 判決で指導要録の 「所見」欄の不開示処分を認めた。

ところで、従来の議論ではいくつかの問題点があるように思われる4。第一に、プライヴァシー

保護や学習権保障などの権利概念が先行 し、指導や入試における適切かつ公正な評価の取 り扱い

があまり検討されなかった。第二に、評価や指導、選考に関する情報の性質が、教育学の観点か

らあまり検討されなかった。第三に、児童生徒が評価 を知 らされた際に受ける影響が、児童生徒

の発達段階や在学関係、指導要録 ・調査書の機能、記載内容の性質の観点からあまり検討されな

かった。

本稿では、指導要録 ・調査書の不開示処分 をめぐる裁判の判決文を素材に、個人情報保護条例

の解釈 と不開示事由該当性の判断、指導要録 ・調査書の機能、教育評価の性質を踏まえた上で、

開示積極説 と開示消極説の論拠をいくつかに分類5し てそれ らの妥当性を検討する。その際、以

下の点に留意する。第一に、『指導要録 ・調査書は教員によって作成され利用される文書であ り、

児童生徒 ・保護者によって利用される文書ではないということである。第二に、教員による評価

の観点 ・尺度の設定行為、学力 ・行動の認識行為、特 に人物評価の形成行為は主観的な作用であ

るということである。第三に、評価行為は指導行為 と一体的な営みであるというこどである。第

四に、客観的な事実の記載や数値による記載であっても、その正確さを容易に証明できるわけで

はないということである。

一 指導要録 ・調査書の開示をめぐる裁判例

本稿で検討する裁判例は、次頁の表の通 りである。

3竹 中勲 「調査書(内 申書〉の本 人開示請求権」産大法学25巻2号(1991年)25頁 、市川須美子 「教育 自己情報 開示 請求」

堀 部編 ・前掲注2254頁 、安達和志 「学校情報 の開示 と生徒 の個 人情報権 」日本教育法学会年報24号(有 斐 閣、1995年)

134頁 な ど。

4内 野正幸は、「開示 請求権 に関す るルール作 りは、何 よりも教育政 策論的見地か ら行われるべ き」であ り、「パ ターナ

リズムその他の見地か らす る慎 重な留保(例 外)を 設 けた上で、原則的 開示の姿勢で検討 されるべ き」 である と述べ

る(前 掲注2446頁)。 中嶋哲 彦は、「個人情報保護条例 ルー トに よって当事者開示が実現 した として も、教育関係者

の納得を基礎 にした自主 的な当事者開示で なければ、子 ども ・青年 を含 めた関係者に とって幸運 とは言えないか もし

れない」 と述べ る(『 生徒個人情報への権利に関する研 究』(風 間書房、2000年)340頁)。

5開 示積極説 と開示消極説 の論拠 の分類 に当た り、中谷実 「指導要録 ・内申書 開示 をめ ぐる司法消極主義 と積極主義(一)」

南山法学29巻1号(2005年)77頁 、 「同(二 ・完)」 同28巻3号(2005年)33頁 を参考 に した。
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二 個人情報保護条例 と教育記録 ・教育評価

1個 人情報保護条例

(1)開 示請求規定の趣旨

個人情報保護条例の目的は、 自治体によって表現に差はあるが、 自治体の保有する個人情報の

適正な取 り扱いと正確かつ適切な記載内容を確保することにより、①住民個人の権利 ・利益を保

護すること、②行政の適正かつ円滑な運営に資する ことに集約することができる6。 この目的を

達成する手段 として、条例では、個人情報を取 り扱 う機関に対 して情報の収集 ・利用 ・提供を制

限するとともに、住民個人は自己情報の開示請求権7、 訂正 ・削除請求権、利用中止請求権など

が保障されている。 自己情報の開示の自的は、自己情報 を確認することである。 もし記載内容に

不正確あるいは不適切な部分があれば、訂正請求の機会を得ることができる。教育記録の開示の

目的は、訂正請求の機会を得て記載内容の正確さや適切さを確保することにより、教員による適

切な指導 を受けたり受験校による公正な入試を受けたりすることにある。

(2)「 本人に知 らせないことが正当と認められるもの」の解釈

個人情報保護条例には、実施機関が開示 を拒否することができる事由として、.「個人の評価、

診断、判定等に関する情報であって、本人に知 らせないことが正当であると認め られるもの」と

定めることがある8。つまり、指導要録や調査書の不開示事由該当性を判断するに当た り、開示

によって児童生徒 と教員の関係、児童生徒の心身に与える影響などが判断基準になる9。 記載内

容の正確さや適切さが確保されれば、適切な指導や公正な入試を受ける機会の保障につながるの

で、指導要録 ・調査書の性質だけでなく、各項 目の記載内容の性質 と合わせて児童生徒の発達段

階や在学関係を慎重に検討すべきである。なお、各項目の性質は不開示事由に該当 しなくても、

具体的な記載内容が不開示事由に該当するものがある。 しか し、裁判所では具体的な記載内容を

見て審査することがで きない。

(3)「 公正かつ適切な行政執行の妨げになるもの」の解釈

個人情報保護条例では、おおむね 「開示することにより、公正かつ適切な行政執行の妨げにな

るもの」 と定めている10。つまり、指導要録や調査書の不開示事由該当性を判断するに当た り'、

6例 えば、高槻市個人情報保護条例(昭和61年制定)で は、「第1条 この条例は、個人情報の保護に関する市、事業

者及び市民の責務を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、かっ、自己の個人情

報に対する開示請求等の権利を保障することにより、公正な市政と個人の尊厳を確保し、もって市民の基本的人権の

擁護に資することを目的とする」と定める。
7例 えば、高槻市個人情報保護条例では、「第13条 何人も、実施機関に対して、公文書… に記録されている自己に

係る個人情報… の開示を請求することができる」と定める。
8例えば、西宮市個人情報保護条例(昭和63年制定)では、「第13条第2項第2号 個人の評価、診断、剃定等に関す

る情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの」と定める。
9野村武司の整理によると、教育委員会はこの不開示事由に該当する理由として、「本人への悪影響」「信頼関係の喪失

と請求者本人への指導に対する支障」など主観的支障を主張する(「子どもの個人情報と開示請求」市川須美子＝安達

和志=青木宏治編 『教育法学と子どもの人権』(三省堂、1998年)160頁)。



開示 に よっ て 指 導 や 選 抜 に与 え る影 響 な どが 判 断 基 準 に な る11。 な お 、 「本 人 に 知 らせ る こ とが

正 当 と認 め られ な い もの 」 の規 定 と同様 に、 文 書 の性 質 だ け で な く、 各 項 目の記 載 内 容 の 性 質 、

児 童 生 徒 の発 達 段 階 や 在 学 関係 を慎 重 に検 討 す べ きで あ る。 ま た、 こ の規 定 に は ,「評 価 、 診 断 、

判 定 等 に関 す る情 報 」 の 文 言 の な い場 合 が多 い が 、 文 言 の あ る場 合 と比 べ て解 釈 に差 をつ け る必

要 は ない と思 わ れ る。

(4)不 開示 事 由該 当性 の判 断

以 上 の解 釈 に従 い 、次 の手 順 で判 断 を進 め るべ きで あ る。 事 実 の記 載 につ い て は、 不 開示 事 由

に該 当 しな い と判 断す べ きで あ る。 ま た、 す で に知 ら され て い る情 報 につ い て も同様 で あ る。 知

ら され て い な い情 報 や 表 記 の異 な る情 報 で あ れ ば、次 の 点 につ い て 検 討 す る必 要 が あ る。 第 一 は 、

だ れ が どの よ うな 目的 で利 用 し、 だ れ に提 供 す る情 報 な の か とい う点 で あ る。 第 二 は、 この よ う

な立 場 か らの、 どの よ うな機 能 を持 つ 評 価 な のか とい う点 で あ る。 第 三 は、 児 童 生 徒 が 冷 静 か つ

慎 重 に評 価 を受 け止 め る こ との で きる発 達 段 階 に達 して い る のか とい う点 で あ る。

2教 育 記 録 の 機 能

(1)指 導 要録

措指導 要 録 は、 校 長 が 作 成 し、 児 童 生 徒 が 進 学 あ る い は 転 学 した 場 合 に そ の 抄 本 ま た は写 し

を進 学 先 ・転 学 先 の 校 長 に 送 付 し な け れ ば な らな い 文 書 で あ る12。 ま た 、 児 童 生 徒 の 学 籍 と

指 導 の 過 程 や 結 果 の 要 約 を記 録 し、 指 導 や 外 部 に 対 す る 証 明 に 役 立 た せ る た め の 原 簿 で あ

る13。 指 導 要 録 は さ らに 「学 籍 に 関す る 記 録 」 と 「指 導 に関 す る記 録 」 に分 け られ、 後 者 に は、

学 習 につ い て の 評価 、特 別 活動 に つ い て の事 実 お よび 評価 、 行 動 ・性 格 に つ い て の評 価 、 標 準 検

査 の 結 果 お よび 分析 な どが 記 載 さ れ て い る 。 な お 、 指 導 要録 の様 式 な どは 、学 習指 導 要 領 に基 づ

い て 各都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 が 決 め る こ とに な っ て お り14、 学 習 指 導 要 領 の改 訂 に伴 っ て項 目名

や 表 記 法 な どが変 わ る こ とが あ る。 指 導 要 録 そ の もの は指 導 に 関 す る文 書 で あ るが 、 各 項 目に は

事 実 に 関 す る情 報 と評 価 に 関す る情 報 が 記 載 さ れ て い る。 前 者 は、 生 徒 を観 察 した り生 徒 と意 思

疎 通 を 図 っ た りす る こ とを通 して得 られ る もの で あ る。 後 者 は、 測 定 や 観 察 な どを通 して 認 識 し

た 能力 や 性 格 な どを、 あ る観 点 と尺 度 に従 っ て 数値 化 、 記 号 化 あ る い は 文 章化 した も の で あ る。

10例えば
、西宮市個人情報保護条例では、「第13条 第2項 第3号 開示することにより、公正かつ適切な行政執行の妨

げになるもの」と定める。なお、東京都個人情報保護条例(平 成2年 制定)で は、「第16条 第2号 個人の評価、診断、

判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそ

れがあるとき」と定める。

11野村武司の整理によると
、教育委員会はこの不開示事由に該当する理由として、「形骸化による資料価値の低下」「公

正さ、客観性が欠けることによる資料価値の低下」など客観的支障を主張する(前 掲注9162頁)。

12学校教育法施行規則12条 の3
。

13文部省初等中等教育局長通知平成3年3月20日 付文初小第124号 「小学校児童指導要録
、中学校生徒指導要録並びに

盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂について」、兼子仁編 『教育小六法

(平成14年 版)』(学陽書房、2002年)101頁 を参照。
正4文部省初等中等教育局長回答昭和36年5月29日 付委初第78号

、兼子編 ・前掲注13102頁 を参照。



評 価 に 関 す る情 報 に は 、教 員 が 生徒 の 指 導 に役 立 て るべ き も の もあ れ ば15、 児 童 生徒 に口頭 あ る

い は 文書 に よっ て フ ィ ー ドバ ックす べ きも の もあ る。 在 学 児 童 生 徒 や 卒 業 生 につ い て は、 記 載 内

容 の性 質 、発 達 段 階や 在 学 関係 を考 慮 して不 開示 事 由該 当性 を判 断す べ きで あ る。 保 護 者 につ い

て は 、 記載 内容 の正 確 さや 適 切 さ を確 保 す る こ とに よ り、 子 が適 切 な指 導 を受 け られ る よ う にす

る た め 、教 員 の説 明 を伴 わせ て 開示 請 求 に応 じるべ きで あ る。

(2)調 査 書

調 査 書 は 、 中 学校 卒 業後 に 高校 な どに 進 学 し よ う とす る 生徒 が い る場 合 、 中学 校 の校 長 が そ の

生 徒 の 進 学 し よ う とす る学 校 の校 長 に送 付 しな け れ ば な らな い 文 書 で あ る16。 ま た、 高 校 入 試 で

は、 学 力 検 査 の 成 績 と と も に入 学 者 の選 抜 の 資料 と され る 文 書 で あ る17。 調 査 書 の様 式 は、 各 都

道 府 県 の 教 育 委 員 会 が 、毎 年 「高 等 学 校 入 学 者 選 抜 方 針 」や 「高 等 学 校 入 学 者 選 抜 実 施 要 項 」に よっ

て 決 定 す る18。 調 査 書 には 、 学 習 につ い て の評 価 、 行 動 ・性 格 に つ い て の評 価 、 特 別 活 動 に つ い

て の事 実 お よ び評 価 な どが 記 載 され て い る。 調 査 書 そ の もの は選 考 に関 す る文 書 で あ る が 、各 項

目 に は基 本 的 に指 導 要 録 の 記 載 内 容 に基 づ い て 事 実 に 関す る情 報 と評 価 に関 す る情 報 が 記 載 され

て い る。 指 導 要 録 と異 な り、 調 査 書 は生 徒 の卒 業 時 に作 成 さ れ る も ので あ り、 そ こ に記 載 され る

評 価 は高 校 が 選 考 のみ に利 用 す る も の で あ るか ら、 生 徒 ・保 護 者 と教 員 の 関係 に影 響 を与 え る こ

とは あ ま りな い19。 む しろ、 入 試 の前 に調 査 書 の 記 載 内 容 を知 って い る受 験 生 と知 ら ない 受 験 生

が い る こ との ほ うが 問 題 で あ る20。 公 平 な 入 試 を受 け られ る よ う にす る ため 、 出 願 前 な ら ば調 査

書 開 示 制 度 を設 け て 一 斉 に実 施 す るべ きで あ る21。 制 度 が ない 場 合 は、 請 求 時 点 が 合 否 発 表 前 な

らば不 開 示 、合 否発 表後 な らば 開示 と判 断 すべ きで あ る 。

15内野正幸は
、個人情報を 「他人所有物的情報」と 「自己所有物的情報」に分け、教育記録は前者に当たり、自己情報

コントロール権の及ぶ余地が狭まると述べる(「公開できないから本人にも見せ られない?」法学セミナー487号(1995

年)50頁)。教育記録に記載される評価は、教員が児童生徒の学力や行動を認識して記載できる形に変換したものであり、

学力や行動それ自体ではないことに留意する必要がある(拙 稿 「生徒の教育記録の訂正について」人間文化研究8号

(2007年)185頁)。
16学校教育法施行規則54条 の4 。

17学校教育法施行規則59条 。

18文部省初等中等教育局長回答昭和27年11月28日 付、兼子編 ・前掲注13114頁 を参照。

19これに対し、国立大学協会は、大学入試の調査書の 「指導上参考となる諸事項」と 「備考」欄の記載については、「開

示すると率直な表現が抑制される等、その目的が損なわれるおそれがある」ことを理由に開示すべきでないと述べる

(「国立大学の入試情報開示に関する基本的な考え方」平成11年6月16日7頁)。
20これに対し

、松井茂記は、調査書に 「誤った情報や不適切な情報がかかれた場合、高校への進学が妨げられるかもし

れない。・… そのような状況の下では、開示を拒否すべ き利益よりは、開示を求める子 どもの利益の方が上回る」と

述べる(松 井茂記 「教育情報の公開と本人開示」国際公共政策研究4巻1号(2000年)51頁)。
21米沢広一は

、出願後または入試終了後であれば、開示 してもよいと述べる(「教育個人情報の保護(下)」 法学教室193

号(1996年)113頁)。 平松毅は、出願前に開示を受けて訂正の機会を得るのは、個人情報保護というよりはむしろ行

政手続の問題であると述べる(前 掲注257頁)。 中村誠は、合否発表後の開示では調査書の記載に誤 りがあった場合

に合否に影響が生じることから、出願前に簡易開示の方式により閲覧の機会を設けることが望ましいと述べる(「教育

個人情報開示について」岡山大学法学会雑誌56巻1号(2006年)66頁)。



3教 育評価の性質22

(1)教 育評価の立場

絶対評価は、本来は教員の主観的な判断による評価で、文字通 り絶対者を規準 とする評価を意

味する。客観的な観点や尺度を示すことが難 しく、 とりわけ人物評価は知 らせることによって児

童生徒に与える影響が大きい。

相対評価 は、戦前の絶対評価の主観性や恣意性を克服することを期待して導入されたものであ

る。これは、正規分布曲線を規準にその配分率に従って評定を割 り出すものであ り、集団内にお

ける位置や序列 を明らかにすることができる。しかし、できない子が必ず出ること、排他的な競

争を常態化 させること、学力の実態を打ち出さないこと、教育活動 を評価できないことなどの問

題点が指摘 された。集団内の位置 ・序列は、学校 ・教員が選考などに役立てる評価であ り、学習

段階の児童生徒にとって有用なものとは言えない。

個人内評価は、評価の規準をその子 どもにおいて、継続的、全体的に評価するものであり、そ

の子ならではの学習の進展や発達のあゆみ、得意不得意や長所短所を丁寧にとらえることができ

る。教員が児童生徒の指導に役立てる評価であるとともに、教員や保護者との間で児童生徒に対

する理解を共有するのに有用である。また、児童生徒に適当な方法で伝えることにより、長所や

課題に気付かせることができる。

目標準拠評価は、すべての子どもを共通の目標に到達させることを目指すものであ り、教育目

標そのものを評価規準 として学力の獲得状況を具体的に把握 し、指導に活かすことができる。評

価規準が個別に設けられているため、教員の指導だけでなく児童生徒の学習の目標や課題を明確

にすることができる。

なお、最近の指導要録の改訂はいずれも 「絶対評価」をキーワー ドにしている。 しか し、平成

3年 の改訂における「絶対評価」は個人内評価を進めるもの、平成13年 の改訂における「絶対評価」

は目標準拠評価の実施を求めるものであ り、戦前の絶対評価とは区別すべきである。

(2)教 育評価の機能

診断的評価は、学習を始めるに先立って、レディネスとしての学力 を診断し、児童生徒の実態

を把握するためのものであり、適応 した学習指導法を決定するのに供する。例えば、学年や学期

の当初、単元や学習コースの初めに行 う、標準学力テス トやレディネステス ト、事前テス トがそ

れである。標準検査 もこれに含まれる。また、指導要録 も診断的評価の資料になりうる。

形成的評価は、学習 ・指導の各段階で、学習の進度や状態を把握するとともに、児童生徒 と教

員にフィー ドバックするものであり、学習の進行を促進するのに供する。例えば、学習指導中や

22教育評価の理論について、神谷育司;酒井亮司=杉江修治=冨安玲子編 『発達と教育の心理学(第3版)』(協同出版、

1997年)219-233頁、梶田叡一 『教育評価(第2版 補訂版)』(有斐閣双書、2002年)、田中耕治編 『よくわかる教育評価』

(ミネルヴァ書房、2005年)を参照。



毎時間中、数週間ごとあるいは単元ごとに行う、テス トや ドリル、演習、練習問題がそれである。

総括的評価は、学習 ・指導の終わりの段階で、学期 ・単元に関する児童生徒の学力の進歩や目

標の達成度を把握 し、評価点の基礎資料を得るものであり、カ リキュラムや学習コース指導計画

の改善 ・検討事項を明らかにすることができる。学習の内容や目標は学習指導要領によって各学

年で決められ、完結するため、指導要録に記載される学習評価は総括的評価である。

なお、人格形成の内容や 目標は基準が決められてお らず、各学年で完結するものではないため、

人物評価は形成的評価 と言 うべ きである。

三 開示消極説の論拠

1「 信頼関係喪失」論

(1)裁判例

東京地方裁判所は東久留米市事件で、小学校児童指導要録について、「信頼関係喪失」論を展

開した上で、「実際に、事務上の手違いから、指導要録を保護者や本人が 目にして、学校 との ト

ラブルが生 じて、信頼関係を損ない、他の学校へ通学するようになった事例もあり、また、表現

に配慮 した通信簿についても、その評価をめぐって、教師に対 して脅迫まがいのことが行われた

事例もあった」 と述べた。大阪地方裁判所は高槻市事件で、高校入試調査書の 「総合所見」の記

載内容について、「学力検査の成績等 と共に入学者の選抜の資料 とされ、その選抜に基づいて高

等学校の入学が許可されるものであるか ら、生徒の学力はもちろんのこと、その性格、行動等、

右選抜の参考となり得る事情は本人に有利なものであれ、不利なものであれ、客観的、公正に記

載されるべきは当然のことであ り」、「本項目は人の評価にかかわることであるから、長所 を積極

的に評価するものとして記載されたものが、受け取る者によっては、不利益な記載と解釈 される

こともないわけではないし、また、この欄に記載すべき内容 ・範囲も、見方によっては、かな り

抽象的、概括的で広範囲に及ぶものである」から、開示すれば、生徒 ・保護者との信頼関係が失

われた り、調査書の記載内容が形骸化した りするおそれがあると述べた。東京地方裁判所は大田

区事件で、小学校児童指導要録について、「単なる計数的な成績評価にとどまらない全体的な評

価あるいは児童の人物評価 といい得 る評価等が、開示 されることを予定せず、したがって、 こう

した評価等を本人又は保護者に伝 える場合の配慮等もなされずに、マイナス面についてありのま

まに記載されることが予定されているのであ」 り、「通知表の記載 と指導要録の記載が必ず しも

一致 しない」から、開示すれば、生徒 ・保護者との信頼関係が失われた り、指導要録の記載内容

が形骸化 した りするおそれがあると述べた。

(2)検 討

指導要録 ・調査書の開示によって児童生徒が予期せぬ改善点 ・課題 を知 らされた場合、児童生

徒の心身に影響 を与えることがある。 しかし、それは、指導要録が教員の間で利用される文書で



あ り、調査書も受験校により利用される文書であって、開示されることが予定されていない文書

であるからやむを得ない。むしろ、,なぜ、児童生徒 ・保護者 と教員の関係に影響を与えるのかが

問題である。それは、教員によって改善点 ・課題を示すような評価がなされていなが ら、それが

児童生徒への指導に反映されず、保護者へ伝達されず、長期間保存され、外部に対する証明の原

簿 として利用される文書に無断で記載されたことが原因であろう。もし調査書に入試の合否に影

響を及ぼすような評価が記載されたのであれば、法令に従って記載 したとは言え、評価の形成 ・

記載に対する教員の意識に問題がある23。なお、児童生徒 ・保護者が評価 をめ ぐって教員を脅迫

したのであればそれ自体が問題であ り、教員が責任 を問われることはない。

2「 マイナス情報開示による信頼関係構築」論批判

(1)裁判例

東京地方裁判所は東久留米市事件で、小学校児童指導要録について、「人が自らあるいは自身

の子供 に対するマイナス面の評価 を冷静かつ率直に受け止めることは必ず しも容易なことではな

く、マイナス面の評価 自体から感情的な反発や誤解 を招 くことが少なからずあるであろうこと」

に鑑み、 さらに 「右のような人物評価 ともいい得る評価においては、人物の見方には様々な見方

があり、表現の仕方の問題は格別、特にその誤 りというものは明白なものではなく、議論によっ

て合意に達 し、これを訂正するということはきわめて困難であることなどに照 らせば、原告の主

張するような公開による利点を考慮 しても、なお、その弊害には大きなものがあ」るから、マイ

ナス情報を開示 しても信頼関係は構築できないと述べた。東京高等裁判所は大田区事件で、小学

校児童指導要録 について、「当該児童ない しその保護者へ指導要録を開示することが、評価等の

基礎 となる事実の正確な認識に資するところは少ない。また、右事実に対する判断は、担任教師

等が、その責任 を自覚し、専門的知識等に基づ き、全人格的な判断によって誠実に行うべ きもの

であって、児童ないしその保護者 との議論によって初めて正 しい判断に到達することができると

いうものではない」、「児童が自己のマイナス面の評価を冷静かつ率直に受け止めることができる

ようになるにはそれ相応に成熟 していることが必要であるが、当該児童に直ちにこれを期待する

ことはできないし、その保護者にとってもわが子のマイナス面の評価を冷静かつ率直に受け止め

ることは必ず しも容易ではない」から、マイナス情報を開示しても信頼関係は構築できないと述

べた。

23調査書に記載された入試の合否に影響を及ぼすような評価の具体例として
、保坂展人「さらば1学校よ」教育評論

1993年5月号20頁。また、麹町中学校内申書事件で、生徒の在学校から受験校に送付された調査書には、「校内にお

いて麹町中全共闘を名乗り、機関紙 『砦』を発行した。学校文化祭粉砕を叫んで他校生徒とともに校内に乱入し、ビ

ラ撒きを行った。大学生ML派 の集会に参加している。学校側の指導説得を聞かずに、ビラを配り、落書きをした。」

と記載されていたという。蟻川恒正「内申書の記載内容と生徒の思想・信条の自由」芦部信喜二高橋和之=長谷部恭

男 『憲法判例百選1第4版 〕(有斐閣、2000年)80頁を参照。



(2)検 討

指導要録に記載される評価の決定手続 きが適正であっても、児童生徒 ・保護者から評価決定の

実体に対 して疑問の生 じる可能性がある。 しかし、個人情報保護条例の訂正請求規定に基づいて

教員による学力 ・行動の認識行為や評価の形成行為を審査することはできない24。そもそも指導

要録には、教員が学校において認識した児童生徒の学力 ・行動から評価を形成 して記載すべ きで

あり、児童生徒 ・保護者 と話 し合って評価 を形成 ・記載すべ きではない。ま た、教育評価が児童

生徒 ・保護者に伝達され共有されるべきと言つても、改善点 ・課題を示すような評価を冷静かつ

慎重に受け止めることができなければ、児童生徒 ・保護者と教員の関係に影響を与える可能性が

ある。それでも教員が専門性に基づいて指導に役立てるために必要があると考えるのであれば、

改善点 ・課題であっても正確かつ適切に記載すべきである。そして、児童生徒からの開示請求に

対しては、記載内容の性質、発達段階や在学関係などを考慮して不開示事由該当性 を判断すべき

である。

3「 指導要録 ・調査書形骸化」論

(1)裁 判例

最高裁判所は大田区事件で、「児童の学習意欲、学習態度等に関する全体的評価あるいは人物

評価 ともいうべ きものであって、評価者の観察力、洞察力、理解力等の主観的要素に左右され得

るものであるところ、・… 担任教師が、開示することを予定せずに、自らの言葉で、児童の良い面、

悪い面を問わず、あ りのままを記載していた」から、開示すれば、児童生徒や保護者 との信頼関

係が失われた り、指導要録の記載内容が形骸化した りするおそれがあると述べた。大田区事件で

東京高等裁判所は、小学校児童指導要録について、「極端な場合には、指導要録が二重帳簿化す

るおそれす らないではない」 と述べた。大阪地方裁判所は高槻市事件で、高校入試調査書につい

て、「生徒本人 ・保護者への開示 を前提 とすれば、これらの弊害をおそれて、「各教科の学習、特

別活動及び性格行動等について、その特質を明らかにすると思われる事項及び指導上必要な事項」

の記入が抑制され」、調査書の記載内容が形骸化するおそれがあると述べた。

(2)検 討

指導要録 ・調査書の開示によって児童生徒 ・保護者 との関係に影響を与えないようにするため

に、教員は児童生徒の改善点 ・課題 を記載 しなくなり、その結果、指導や選考に役立てられない

文書になるおそれがある。 しかし、教員が評価 を正確かつ適切に記載 しないのであれば、それ自

体が教員の職責にかかわる問題である。また、評価行為は指導行為 と一体的な営みであるから、

特 に人物評価として改善点 ・課題が指摘 される場合、評価の基礎 となる行動や以後の指導方針 ・

24拙稿 「生徒の教育記録の訂正について」人間文化研究8号(2007年)185頁 。なお、中嶋哲彦によれば、イリノイ州

学校法において、「親は子の成績評定を除き、学校生徒記録の記載内容の正確性、適切性、節度に異議を申し立てる権

利を有する」と定める(前掲注495頁 を参照)。



内容 が 記 載 され るべ きで あ る。 なお 通 知 表 は、 保 護 者 へ 児 童 生 徒 にか か わ る事 実 や 評 価 を伝 達 す

るた め の 文 書 で あ り、 指 導 要 録 と機 能 が 異 な るた め 、 指 導 要 録 と通 知 表 の 記 載 内 容 が 異 な るの は

当 然 で あ る25。

4「 指 導 要 録 形 骸 化 観 念 」 論 批 判

(1)裁判例

東 京 地 方 裁 判 所 は東 久 留 米 市 事 件 で、 小 学 校 児 童 指 導 要 録 に つ い て 、 「川 崎 市教 育 委 員 会 に対

して 、 原 告 が 、 指 導 要 録 の 開 示 に よる 逆 恨 み や 嫌 が らせ な ど の異 常 な事 態 の 発 生 等 に 関 す る報

告 の 有 無 につ い て 照 会 を行 っ た と こ ろ、 … ・川 崎 市 教 育 委 員 会 か ら各 学 校 長 か らの 報 告 は な い

旨 の 回答 を得 た ・… 。 しか しなが ら、 右 回答 は、 指 導 要録 の全 面 開 示 を行 うよ うに な っ て か ら、

比 較 的 短 い 期 間内 にお い て、 学 校 長 か ら教 育 委 員 会 に対 す る逆 恨 み や 嫌 が らせ 等 に 関す る報 告 事

案 が ない とい う もの で あ るか ら、 これ を も って 、 指 導 要録 の 公 開 に よ る弊 害 が お よそ 生 じない も

の とい う こ とは で き ない 」 と述べ た 。東 京 高 等 裁判 所 は大 田 区事 件 で 、小 学校 児 童 指 導 要 録 につ

い て 、 「確 か に 、 右 の よ うな お そ れ は 、児 童 に対 して よ り一 層 継 続 的 か つ 適 切 な指 導 教 育 を す る

とい う事 柄 の性 質上 、 に わ か に 表面 化 す る こ とが 少 な く、 具 体 的 な事 実 を持 っ て把 握 す る こ とが

困難 で あ る と推 認 され る が、 そ の故 を もっ て、 右 のお そ れが な い とい う こ と もそ れ が単 に教 育 委

員 会 な い し現 場 の教 師 の観 念 的 な主 張 にす ぎない とい う こ と もで きな い」 と述 べ た。

(2)検 討

指 導 要 録 ・調 査 書 の 開示 を実 施 した 自治 体 にお い て 、 弊 害 発 生 の 事 例 が 報 告 され て い ない よ う

で あ るが 、 今 後 も弊 害 発 生 の お そ れ が ない とは 言 い 切 れ ない 。 しか し、 そ の よ う な論 拠 で は、 プ

ライ ヴ ァ シー 保 護 や 学 習 権 保 障 か らの 開 示 の 主 張 に 対抗 す る こ とは で き ない 。 不 開 示 にす べ き記

載 項 目 ・内 容 が あ るな らば 、 教 育 記 録 の 機 能 や教 育 評価 の性 質 を踏 ま えて 不 開 示 を主 張 す べ きで

あ る 。

5主 観 的 要素 が 入 り、 事実 と して検 証 で き な い

(1)裁判例

東 京 地 方 裁 判 所 は大 田 区事 件 で 、 「主 観 的 評 価 を含 め た評 価 の 記 載 が 求 め られ るの は、 主 観 的

評 価 に伴 う 限界 を前 提 と しつ つ も、 指 導 要 録 の記 載 の 前 提 と な る児 童 に対 す る評 価 ・判 断 は教 師

25小学校児童指導要録の昭和46年 版の基本方針の中で
、通知表には指導要録の様式や記載方法などをそのまま転用する

ことは必ず しも適当ではないという注意があった。その背景として、「通信簿事件」がある。これは、昭和44年2月

放映のテレビ番組 「長谷川モーニングショウ」の中で、相対評価を批判する保護者からの投書が紹介されて波紋をよ

び、文部事務次官(当 時)が 「通信簿と指導要録は別であって、前者は学校の自由に任されている」との見解を示した。

それ以降、教員たちは通信簿の改革を盛んに行い、教育目標の問い直 しの契機 となった。「通信簿事件」以降、通信簿

と指導要録は記載が分けられたが、これが 「二重帳簿」であると批判され、1990年代に指導要録の開示請求が相次いだ。

平成3年 版では、「指導に関する記録」について記載内容を精選して保存期間を5年 に縮めた。なお、平成13年 版で

は、相対評価を廃止 して目標準拠評価を完全に導入 したため、「二重帳簿」問題は解消された。田中編 ・前掲注22(川

地亜弥子執筆)206頁 。



がその責任 を自覚 し専門的知識、訓練等に基づ き、全人格的判断によって行 うべきものであり、

正にそのようなものとして記載が求められているのであって、児童本人や保護者との議論によっ

て正 しい評価 ・判断に到達 しうるという性質のものではない」 と述べた。

(2)検 討

教員による評価の観点 ・尺度の設定行為や学力 ・行動の認識行為、特に人物評価の形成行為は、

専門性に基づいてはいるが主観的な作用である。そのため、証拠や資料か ら事実を認定 してそれ

を検証することはできない26。ただし、 この点は、主観的な作用が訂正請求の対象にならないと

言うだけであって、不開示の論拠に必要 というわけではない。

6開 示 しないことを前提に記載

(1)裁判例

東京地方裁判所は東久留米市事件で、小学校児童指導要録について、「法令上、明文の規定は

ないものの、現行の指導要録制度は、指導要録の指導教育の基礎資料としての性質等か ら、児童

又は保護者等には公開しないという前提で、実際に記述されている」 と述べた。東京高等裁判所

は大田区事件で、小学校児童指導要録について、「成長過程にある児童について継続的に適切な

指導教育をするために、校長(実 際には担任教師)が 当該児童のプラス面、マイナス面を間わず、

総合的にかつあ りのままにその学習や生活状況等を記載 した基礎資料であって、担任教師の間で

使用される内部文書 としての性格が強」いと述べた。静岡地方裁判所は伊東市事件で、小学校児

童指導要録について、「開示 しない前提で記載されてお り、指導要録の記載内容の一部は通知票

に記載されて公開されるものの、指導要録の記載は児童生徒及びその保護者が閲読 した場合を予

想 した特段の配慮はなされていない」 と述べた。

(2)検 討

指導要録は教員の間で指導のために役立てられる文書であり、開示されることは予定されてい

ない。 しか し、事実の事柄やすでに知らされている情報の記載は不開示 とする意味がない。また、

指導要録は外部に対する証明の原簿 としての文書であ り、第三者に提供される。したがって、記

載内容の正確さや適切さを確保するため、不開示事由該当性は厳格 に判断すべきである27。ただ

し、評価の記載については、教育評価の立場 ・機能を踏まえ、記載項目 ・内容の性質、児童生徒

の発達段階や在学関係を考慮 して不開示事由該当性を判断すべ きである。指導要録の記載項目 ・

内容のすべてに不開示の網を被せることは許されない。

26これに対し、中嶋哲彦によれば、カリフォルニア州教育法において、教育記録の訂正請求事由として、「(4>観察者

の署名および日時・場所の記載がある観察記録に基づかない記述」と定め、記載内容の適切さを審査する基準を設け

ている(前掲注494頁 を参照)。
27不開示事由該当性を厳格に判断すべきと述べた裁判例として、大阪地方裁判所平成6年12月20日 判決、東京地方裁

判所平成9年1月17日 判決、大阪高等裁判所平成11年11月25日 判決。



7卒 業したからといって

(1)裁 判例

東京地方裁判所 は東久留米市事件で、小学校児童指導要録について、「卒業ない し卒業後一定

期間の経過により、児童に対する今後の指導上の支障ということが問題 とならな くなり、保護者

又は本人の感情的反発や誤解の発生による弊害自体がやや少なくなる可能性はないではないが、

卒業後であっても、これを公開することを前提 とすれば、やはり、右のような弊害を慮って、教

師があ りのままの記載をせず、あるいは、特記事項をあえて記載せず、指導要録が形骸化するお

それは、依然 として存在する」 と述べた。東京高等裁判所は大田区事件で、たとえ当該児童が、

「小学校の課程を修了 した後であって も、その指導要録の内容が開示されれば」、説示 した上記の

おそれは、「指導教育自体を問題 とする余地がほぼなくなったことを除 き、ほとんど減ずること

がない」 と述べた。

(2)検 討

児童生徒が卒業 した後の場合、児童生徒 ・保護者 と教員の関係に影響を与えるおそれはほとん

どないが、児童生徒の心身に影響を与える可能性は残っている。したがって、特に評価の記載に

ついては、記載項 目・内容の性質、児童生徒の発達段階を考慮して不開示事由該当性を判断すべ

きである。在学生 ・卒業生を問わずに不開示の網を被せることは許されない。

四 開示積極説の論拠

1「 信頼関係喪失」論批判、「マイナス情報開示による信頼関係構築」論

(1)裁 判例

大阪地方裁判所は高襯市事件で、高校入試調査書の 「各教科の学習の記録」欄の記載内容につ

いて、「各教科の担当教師の日ごろの学習評価を基にして、調査書及び成績一覧表作成委員会で

検討の上、所定の評定配分率に従つてなされるものであり、少なくとも調査書作成の段階で各教

師による恣意的評価が入 り込む余地はなく、右委員会の手を経ることにより、客観的な公正さが

担保されて」おり、また、「学習の総評」の記載内容について、「原則的には 「各教科の学習の記

録」欄の評定か ら機械的に順位評定がなされうるもののはずであ」 り、「一中学校の場合にすぎ

ないとはいえ、本法廷において、既に右規準が公開されている」から、開示 しても、調査書の記

載内容が形骸化 したり、生徒 ・保護者 との信頼関係が失われた りするおそれはないと述べた。大

阪高等裁判所は西宮市事件で、小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録および高校入試調査書

について、「教育上なされる評価は、今後の当該児童 ・生徒の教育資料等 となるものであるか ら、

たとえ、それが教師の主観的評価 ・判断でなされるものであっても、恣意に陥ることなく、正確

な事実 ・資料に基づき、本人及び保護者からの批判に耐え得る適正なものでなければなら」ず、

「仮に、同部分にマイナス評価が記載されるのであれば、正確 な資料に基づくのは勿論、日頃の



指導等においても本人あるいは保護者に同趣旨のことが伝 えられ、指導が施されていなければな

らない」 と述べた。その上で、「確かに、開示により感情的な トラブルが生 じないとはいえないが、

開示を求める側 も、評価の部分についてはマイナス面の記載もなされることを当然認識している

はずであり、このような トラブルは適切な表現を心掛けることや、日頃の生徒との信頼関係の構

築によって避け得るものであり、これに対処するのも教師としての職責である」と述べた。

(2)検 討

調査書に記載 される学習評価の評定は、法令や内規に定める手続 きに基づいて決められること

を根拠に、客観的で公正であると考えられている。ただし、教員による評価の観点 ・尺度の設定

行為や学力の認識行為は主観的な作用であるため、証拠や資料から説明できない場合 もある。指

導要録に記載される評価は、児童生徒 ・保護者に伝達され共有されることにより、児童生徒 ・保

護者と教員の信頼関係が構築 ・発展、あるいは回復するのに役立つことがある。指導要録 ・調査

書に記載される評価が改善点 ・課題に及ぶのであれば、児童生徒への指導に反映され、保護者へ

伝達されるべきであ り、無断で記載すべきではない。

2「 指導要録 ・調査書形骸化観念」論

(1)裁 判例

東京地方裁判所は大田区事件で、小学校児童指導要録の 「各教科の学習の記録」の 「観点別学

習状況」欄および 「評定」欄の記載内容について、「学習の到達段階を示 したものであ り、評定

者 自身の主観的判断が介入する余地は減少 してお り、その記載内容 も日常的学習の結果に基づ く

ものであって、評価者の観察力、洞察力、理解力の差異に基づ く主観的判断の影響 も減少 してい

る」こと、「原告は、既に小学校の課程を修了 しており、知的障害を有することから、親権者 ら

と共に将来の進路 を決定する資料 として小学校における学習過程の客観的資料を希望 しているも

のであ」 り、「評価を開示 したとしても既にされた通知表による教育的配慮が減殺されるもので

はな」いことから、開示しても、指導要録の記載内容が形骸化するおそれはないと述べた。大阪

高等裁判所は西宮市事件で、小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録および高校入試調査書に

ついて、「現に多 くの自治体で調査書 ・指導要録の開示が開始されており、歴史が浅いとはいえ、

社会の趨勢を示すものとは認められるが、これらの自治体 において特に問題が生じているとは認

め得ない」と述べた。

(2)検 討

指導要録 ・調査書の記載内容には主観的要素の入る余地の少ない情報があるが、その情報の開

示によつて児童生徒の心身に与える影響は小さい。また、児童生徒が卒業 している場合、あるい

は入試の合否発表後の場合、指導要録 ・調査書の開示によって児童生徒 ・保護者 と教員の関係に

影響を与える可能性は低い。さらに、指導要録 ・調査書の開示の流れが強まり、開示を実施 した

自治体で弊害発生の事例がないことから、記載内容の形骸化を心配する必要はないと主張される。



ただし、指導要録 ・調査書の開示による弊害発生を回避するため、教員が改善点 ・課題を記載し

なくなっていると言われてお り28、今後 も弊害発生の事例はあまり報告されないであろう。

3評 価者の主観的要素が入る余地が少ないか、客観的な事実のみを記載

(1)裁判例

最高裁判所は大田区事件で、小学校児童指導要録の 「各教科の学習の記録」の 「観点別学習状

況」欄および 「評定」欄の記載内容について、「児童の日常的学習の結果に基づいて学習の到達

段階を示 したものであって、これには評価者の主観的要素が入る余地が比較的少ないものであり、

3段 階から5段 階という比較的大きな幅のある分類 をして、記号ない し数字が記載されているに

す ぎず、それ以上に個別具体的な評価、判断内容が判明し得るものではな」 く、また、「標準検

査の記録」欄の記載内容について、「実施 した検査の結果等客観的な事実のみが記載されている」

から、開示 しても、児童生徒 ・保護者との信頼関係 を失ったり、指導要録の記載内容が形骸化す

るおそれはないと述べた。静岡地方裁判所は伊東市事件で、小学校児童指導要録の 「出欠の記録」

の 「備考」欄の記載内容について、「欠席等の日数 という客観的な事実とその理由であって、そ

の記載に当た り、記入者の評価、判断等が入 り込む余地がほとんどない情報である」から、開示

しても、児童生徒 ・保護者 との信頼関係 を失った り、指導要録の記載内容が形骸化した りするお

それはないと述べた。

(2)検 討

評価者の主観的要素の入る余地が少ない事柄や客観的な事実の記載は、児童生徒 ・保護者から

疑問の生じる可能性が低いと考 えられている。しかし、教員による評価の観点 ・尺度の設定行為

や学力 ・行動の認識行為、評価の形成行為は主観的な作用である。また、教員による認識 ・評価

行為が伴わない記載内容だからと言って、開示 しても何 ら弊害が生じるおそれがないわけではな

い29。

4検 査 結 果 は 、指 数 、偏 差 値 、 百 分 段 階点 等 の 一 般 的 な表 示

(1)裁判例

神 戸 地 方 裁判 所 は西 宮 市 事 件 で、 小 学 校 児 童 指 導 要録 お よび 中 学校 生徒 指 導 要録 の 「標 準 検 査

の 記 録 」 欄 の記 載 内 容 に つ い て 、 「標 準 化 され た知 能検 査 等 で、 妥 当性 、信 頼 性 の 高 い もの を正

28下村哲夫は
、「すでに開示を控えて、指導要録や内申書の 「模範文例集」が数多 く刊行され、毒にも薬にもならない 「名

文」が幅を効かし始めている実情をご存じだろうか」と述べる(前 掲注2258頁)。 それに対 し、市川須美子は、「簡

潔な記述のなかでのマイナス評価は、むしろ引継 ぎ側の教師に予断と偏見を与え、それに気づかされていない子ども

と親の側に不意打ちを与える危険性の方が高く、このような評価は、むしろ形骸化が望ましい」と述べる(「行政機関

の事務 ・事業に関する情報一(1)教 育情報」法学教室201号(1997年)27頁)。

29欠席理由は客観的な事実であるが
、生徒 ・保護者と教員の間で認識に相違が生じることがある。欠席理由について訂

正請求がしばしばなされるのは、①いじめや体罰といった学校で発生 した問題の真相を教員が歪曲しようとしている

と疑われたこと、②教員の認識のみが教育記録に記載されれば生徒にとってマイナスのイメージが付 くおそれがある

ことであろう(拙 稿 ・前掲注15181頁)。



確に実施 した場合に記入するが、必ず しも実施 したすべての標準検査の結果を記入する必要はな

く、生徒の理解、また教育上重要な資料であるもののみを記入することとされている。そ して、

検査結果は、指数、偏差値、百分段階点等の一般的な表示で記入」されるか ら、開示しても、指

導要録の記載内容が形骸化 したり、児童生徒 ・保護者 との信頼関係が失われた りするおそれはな

いと述べた。

(2)検 討

学習評価は1教 科・科目ごとに数値で表示されることが多い。しかし、その数値から、単元別・

観点別の改善点 ・課題は読み取れない。 また、学習途上の児童生徒にとって、大 きな幅のある分

類の段階評定は相対評価であれ絶対評価であれ有用性は小 さい。標準検査の結果 と分析は・極め

て複雑な内容が単純な数値で表 されているとともに、教員が児童生徒の理解を補 うために得た情

報である。検査について十分な理解のないまま児童生徒や保護者に開示すればその数値だけが総

括的評価 として一人歩きし、意欲 を失った り自信過剰 になった りするおそれがあるから、発達途

上の児童生徒 にフィー ドバックするのは適切ではない30。

おわりに

本稿では、指導要録 ・調査書の不開示処分の取 り消 しをめぐる裁判の判決文を素材に、開示積

極説と開示消極説の論拠をい くつかに分類 して妥当性を検討 した。

開示消極説の論拠には、以下の問題点がある。第一に、指導要録 ・調査書が児童生徒の教育を

受ける機会につながる文書であるという視点が乏 しい。第二に、教員が専門性に基づいて評価の

形成 ・記載を行っているのに、開示を前提にするとそれができなくなるという脆弱さを含んでい

る。第三に、教育専門性に基づけば評価行為 と指導行為は一体的な営みであるのに、児童生徒の

改善点 ・課題を本人 ・保護者にフィー ドバックすることなくありのままに記載することには躊躇

がないという矛盾を孕んでいる。つまり、プライヴァシーの権利や教育を受ける権利、教育評価

の性質の観点を捨象 し、開示による教員の不利益に固執したのである。したがつて、教育委員会

の側が不開示を主張する際には、指導要録 ・調査書の機能や教育評価の性質を踏まえ、その評価

を開示 しないことが適切な指導や公正な入試を受ける機会の保障につながるという形で論拠を挙

げる必要がある。

開示積極説の論拠にも、以下の問題点がある。第一に、児童生徒が開示を望んでいることを理

由に、開示により児童生徒の心身に影響を与えるおそれが考慮されていない。第二に、評価のよ

うな主観的な作用の伴う記載内容についても証拠 ・資料によってその正確 さが証明できると考え

30市川須美子は、「特別の負担を課して得られた検査結果」であるから、保護者や児童生徒に説明を補って結果を知らせ

るべきであると述べる(前掲注3256頁)。 それに対し、内野正幸は、「教師がどんなに「説明」を尽くしても、結果

を通知された側にもたらされる印象や影響は予想しがたいものになるおそれがあろう」と述べる(前掲注2462頁)。



てお り、また、客観的な事実の記載や数値による記載 もその正確さを説明するのが容易であると

考えている。つまり、必ず しも、指導要録 ・調査書の機能や教育評価の性質を踏まえた上で開示

請求がなされたのではないのである。 したがって、個人情報保護条例に基づいて指導要録 ・調査

書の記載内容をそのまま児童生徒 ・保護者に開示するという方法では、教育を受ける機会の保障

につながらない可能性があることに留意すべ きである。

(研究紀要編集部は、編集発行規程第5条 に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿を

本誌に掲載可とする判定を受理する、2008年10月17日 付)。


